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�愛媛県告示第１２４１号
農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）

第１８条第１項の規定に基づき、農地中間管理機構公益財団法人えひ

め農林漁業振興機構から農用地利用配分計画の認可申請があった。

当該農用地利用配分計画は、愛媛県農林水産部農政企画局農政課

農地・担い手対策室において告示の日から２週間公衆の縦覧に供す

る。

平成２９年１２月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

�愛媛県告示第１２４０号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成２９年１２月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

指定訪問看護事業者等 訪問看護ステーション 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地

株式会社 クォーツ 今治市横田町一丁目５番１６号 訪問看護リハビリステーショ
ン 葵

今治市郷新屋敷町２丁目６番
５号

訪問看護ステーシ
ョン（育成医療・
更生医療）

平成２９年
１１月１日

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

農事組合法人
妙口原生産組合

愛媛県西条市小松町
大頭甲１０４２番地１

愛媛県西条市小松町
妙口甲１０９４－１ ６６４

後 藤 基 博 愛媛県松山市由良町
１１７６番地

愛媛県松山市由良町
１０５０番１ほか９筆 ９，９０２．６

山 西 繁 信 愛媛県松山市門田町
６７番地

愛媛県松山市門田町
３８９番１ほか７筆 ６，９４３

林 耕一郎 愛媛県松山市由良町
８６７番地

愛媛県松山市由良町
５２３番１ほか１６筆 ７，１２５

林 諭 愛媛県松山市由良町
８７６番地１

愛媛県松山市由良町
４９２番ほか１２筆 １３，６５３

矢 野 賀 正 愛媛県松山市門田町
４２８番地

愛媛県松山市門田町
４５６番ほか１０筆 ９，８１５

毎週（火・金）曜日発行 第２９３２号 平成２９年１２月５日

平成２９年１２月５日火曜日 第２９３２号

愛 媛 県 報

８７５
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２ 申請年月日

平成２９年１１月２１日

�������
�愛媛県告示第１２４２号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、宇和海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は起

業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２９年１２月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２９年１２月５日から１８日まで

�愛媛県告示第１２４３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２９年１２月５日

愛媛県東予地方局長 � 塚 真 志

�愛媛県告示第１２４４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２９年１２月５日

愛媛県東予地方局長 � 塚 真 志

山 内 耕太郎 愛媛県松山市由良町
７３９番地

愛媛県松山市由良町
２２９番ほか９筆 １１，１４０

青 井 秀 典 愛媛県松山市和気町
一丁目１２７番地３９

愛媛県松山市門田町
２１８番ほか１４筆 １２，７２３

池 本 真 吾 愛媛県松山市内浜町
５番１号

愛媛県松山市門田町
丙１３０番１ほか３筆 ７，３２４

濱 田 富 幸 愛媛県松山市由良町
７７９番地１０

愛媛県松山市由良町
２０８番４ほか２２筆 １１，９６９

竹 内 守 愛媛県松山市門田町
７２４番地

愛媛県松山市門田町
７２５番ほか２筆 ５，１４２

� 田 烈 子 愛媛県松山市門田町
７３１番地４

愛媛県松山市門田町
７３１番１ほか２筆 ４，８０５

石 田 貞 喜 愛媛県松山市由良町
５９番地１０

愛媛県由良町１２２番
１ほか３筆 ２，５８２

山 本 剛 愛媛県松山市由良町
６０番地の第２

愛媛県松山市門田町
丙１６６番１１ほか１５筆 １６，６９１

竹 田 恵 輔
愛媛県松山市竹原町
一丁目２番地１３アル
ファライフ市駅西５０
５号

愛媛県門田町丙１６４
番 ４，０７６

山 岡 欣 也 愛媛県松山市由良町
５２番地の４

愛媛県松山市門田町
６９７番１ほか１３筆 ２０，４６４

中 矢 武 重 愛媛県松山市由良町
９４０番地の第２

愛媛県松山市由良町
１１８４番ほか１４筆 １３，４４３

坂 本 克 視 愛媛県松山市由良町
１２６１番地の内第１

愛媛県松山市門田町
６１９番ほか１０筆 ９，２７３

青 井 幹 夫 愛媛県松山市由良町
１５６番地の１

愛媛県松山市門田町
３８４番ほか１５筆 ２７，４６８

坂 本 和 � 愛媛県松山市由良町
１２６１番地１

愛媛県松山市門田町
５６３番１ほか１５筆 １０，１００

永 � 順 一 愛媛県松山市由良町
４９番地の７

愛媛県松山市門田町
７９９番１ほか１４筆 １４，５１６

村 上 正 愛媛県松山市門田町
７６０番地

愛媛県松山市門田町
７６５番ほか９筆 ６，６４６

濱 田 豊 子 愛媛県松山市門田町
９０番地１

愛媛県松山市門田町
２１４番ほか２３筆 ２０，９５４

山 内 宗 昭 愛媛県松山市由良町
５０番地５

愛媛県松山市門田町
２１５番ほか３筆 ２４，２８６

能 田 英 文 愛媛県松山市門田町
１０８番地の内第１

愛媛県松山市門田町
５３９番１ほか１３筆 １８，７０１

稲 田 賢 司 愛媛県松山市門田町
７２９番地

愛媛県松山市門田町
７２２番４ほか４筆 ３，６４６

小 池 保 愛媛県松山市泊町１４
６３番地

愛媛県松山市門田町
５８７番ほか７筆 ４，７９２

寺 坂 末 吉 愛媛県松山市門田町
３２４番地

愛媛県松山市門田町
３２３番ほか１９筆 １４，１７６

池 本 正 志 愛媛県松山市由良町
７８１番地の１

愛媛県松山市門田町
５９３番ほか５筆 ７，４８９

小 池 暁 夫 愛媛県松山市由良町
２２番地

愛媛県松山市門田町
丙１７５番ほか１４筆 ２０，６８６

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社クォーツ 訪問看護リハビリステーション葵 愛媛県今治市郷新屋敷町２丁目６番５
号 平成２９年１０月１日 訪問看護

株式会社悠遊社 株式会社 悠遊社 土居事業所 愛媛県四国中央市土居町畑野７１３－７ 平成２９年１０月１日 訪問介護

株式会社アットハウジング デイサービスきたえるーむ今治阿方 愛媛県今治市阿方甲４０７－１ 平成２９年１０月５日 通所介護

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社クォーツ 訪問看護リハビリステーション葵 愛媛県今治市郷新屋敷町２丁目６番５
号 平成２９年１０月１日 介護予防訪問看護

愛 媛 県 報平成２９年１２月５日 第２９３２号

８７６
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�愛媛県告示第１２４５号
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第１１条又は第１４

条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第５条の規定（同法附則第１条第３号に掲げる改正規定に限る。）による改

正前の介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２９年１２月５日

愛媛県東予地方局長 � 塚 真 志

�愛媛県告示第１２４６号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２９年１２月５日

愛媛県東予地方局長 � 塚 真 志

�愛媛県告示第１２４７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定により、指定居宅介護支援事業者から次のとおり指定居宅介護支援事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２９年１２月５日

愛媛県東予地方局長 � 塚 真 志

�愛媛県告示第１２４８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービ

ス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２９年１２月５日

愛媛県東予地方局長 � 塚 真 志

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社悠遊社 株式会社 悠遊社 土居事業所 愛媛県四国中央市土居町畑野７１３－７ 平成２９年１０月１日 介護予防訪問介護

株式会社アットハウジング デイサービスきたえるーむ今治阿方 愛媛県今治市阿方甲４０７－１ 平成２９年１０月５日 介護予防通所介護

株式会社ＳＳＡ ロコトレルーム壬生川 愛媛県西条市壬生川１１４ 平成２９年１０月１６日 介護予防通所介護

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

ゴールデンアローライン株式会社 訪問介護 すまいる 愛媛県今治市中堀二丁目６番１６号 平成２９年９月３０日 訪問介護

ゴールデンアローライン株式会社 訪問入浴介護 すまいる 愛媛県今治市中堀二丁目６番１６号 平成２９年１０月３１日 訪問入浴介護

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

廃止年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

有限会社えひめ介護ネットワーク えひめ介護ネットワーク今治指定居宅
介護支援事業所 愛媛県今治市宮下町三丁目甲１５３６番地 平成２９年１０月３１日 居宅介護支援

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

ゴールデンアローライン株式会社 訪問介護 すまいる 愛媛県今治市中堀二丁目６番１６号 平成２９年９月３０日 介護予防訪問介護

ゴールデンアローライン株式会社 訪問入浴介護 すまいる 愛媛県今治市中堀二丁目６番１６号 平成２９年１０月３１日 介護予防訪問入浴
介護

愛 媛 県 報平成２９年１２月５日 第２９３２号

８７７



�愛媛県告示第１２４９号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２９年１２月５日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友金属鉱山株式会社

東京都港区新橋五丁目１１番３号

代表取締役 中里 佳明

２ 事業場の名称及び所在地

住友金属鉱山株式会社磯浦工場

新居浜市磯浦町１７番３号

３ 特定施設に関する事項

� 第１工場 湿式ニッケル粉�６反応槽

� 第１工場 ニッケル粉試験用反応槽

� 第７工場 フィルタープレス�１

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第６２号イ 還元そう

特 定 施 設 の 能 力 ３立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後３か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ９～１１

最大 ９～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７，５００

最大 ９，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０未満

最大 １０未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５，４００

最大 ６，４８０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４４

最大 ５１

備考 汚水等は、�４汚水処理施設で処理後、�１汚水処理施設で処理され
る。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第６２号イ 還元そう

特 定 施 設 の 能 力 ０．６立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後３か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ９～１１

最大 ９～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７，５００

最大 ９，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０未満

最大 １０未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５，４００

最大 ６，４８０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １

最大 ２

備考 汚水等は、�４汚水処理施設で処理後、�１汚水処理施設で処理され
る。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号イ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 ろ過面積４２平方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後３か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １０～１２

最大 １０～１２
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� 第７工場 フィルタープレス用ウエットスクラバー

� 第７工場 乾燥機用ウエットスクラバー

� 第７工場 混合装置用ウエットスクラバー

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １．５

最大 ３．５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ７０

最大 ７７

備考 汚水等は、�１汚水処理施設にて処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号ル 湿式集じん施設

特 定 施 設 の 能 力 風量１分当たり８０ノルマル立方メートル
処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後３か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １０～１２

最大 １０～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２

最大 ４

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．２

最大 ２

備考 汚水等は、�１汚水処理施設にて処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号ル 湿式集じん施設

特 定 施 設 の 能 力 風量１分当たり１５ノルマル立方メートル
処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後３か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １０～１２

最大 １０～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３

最大 ６

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 ８０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．５

最大 ２

備考 汚水等は、�１汚水処理施設にて処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号ル 湿式集じん施設

特 定 施 設 の 能 力 風量１分当たり１５ノルマル立方メートル
処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後３か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １０～１２

最大 １０～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３

最大 ６
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４ 汚水等の処理施設に関する事項

� �１汚水処理施設

� �４汚水処理施設

� アンモニア回収施設

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 ８０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．５

最大 ２

備考 汚水等は、�１汚水処理施設にて処理する。

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４，７７０

最大 ５，９８０

通常 ４，７７０

最大 ５，９８０

備考 汚水等は、�１工場排水口より排水する。

設 置 年 月 日 平成１３年５月１５日

処 理 施 設 の 種 類 物理化学的処理

処 理 施 設 の 型 式 蒸留濃縮、酸化及び電気分解

処 理 施 設 の 構 造 ステンレス製及び合成樹脂製等

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
縦２６メートル 横１５メートル
高さ ５メートル
縦３２メートル 横２５メートル
高さ１４メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１，５５０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 蒸留濃縮、酸化及び電気分解

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５～１１

最大 ５～１１

通常 ９～１２

最大 ９～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７，５００

最大 ９，０００

通常 ８０

最大 １１０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７

最大 １０

通常 ７

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５，４００

最大 ６，４８０

通常 ３０

最大 ３７

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．２

最大 １

通常 ０．２

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２８０

最大 ３３５

通常 ２６０

最大 ３１５

備考 汚水等は、�１汚水処理施設にて処理する。

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後１か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

処 理 施 設 の 種 類 物理化学的処理

処 理 施 設 の 型 式 中和及び凝集

処 理 施 設 の 構 造 ステンレス製及び合成樹脂製等

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦７７メートル 横５５メートル
高さ ８メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり６，４８０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和及び凝集

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １～１２

最大 １～１２

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９．４

最大 １４．１

通常 ９．４

最大 １４．１

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７０

最大 １００

通常 ２０

最大 ３０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １３．４

最大 ５１．７

通常 １３．４

最大 ５１．７

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．３０

最大 １．１８

通常 ０．３０

最大 １．１８

設 置 年 月 日 平成１３年５月１５日

処 理 施 設 の 種 類 物理化学的処理

処 理 施 設 の 型 式 ｐＨ調整及び蒸留

処 理 施 設 の 構 造 ステンレス製及び合成樹脂製等

愛 媛 県 報平成２９年１２月５日 第２９３２号

８８０



５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

�１工場排水口

�愛媛県告示第１２５０号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく特定施設の構造

等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に規定す

る書面は、愛媛県西条保健所及び新居浜市役所において告示の日か

ら３週間公衆の縦覧に供する。

平成２９年１２月５日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友金属鉱山株式会社

東京都港区新橋五丁目１１番３号

代表取締役 中里 佳明

２ 事業場の名称及び所在地

住友金属鉱山株式会社磯浦工場

新居浜市磯浦町１７番３号

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１第２７

号イ、ヌ及びル、第６２号イ及びホ並びに第７４号

４ 変更しようとする事項の内容

特定施設の施設番号、構造及び使用の方法、処理施設の汚水等

の処理の方法、事業場からの排出水の汚染状態及び量並びに用水

及び排水の系統

５ 特定施設に関する事項

� 第１工場 湿式ニッケル粉�３反応槽

� 第１工場 湿式ニッケル粉�４反応槽

� 第１工場 湿式ニッケル粉�５反応槽

� 第４西工場 フィルタープレス�１

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦４４メートル 横４６メートル
高さ２１メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２，０４０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 ｐＨ調整及び蒸留

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １１～１２

最大 １１～１２

通常 １１～１２

最大 １１～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７．７

最大 １４．０

通常 ７．７

最大 １４．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 １００

通常 ２３

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９，２００

最大 １１，０００

通常 １１．６

最大 １２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．６

最大 １．６

通常 ０．６

最大 １．６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，６２０

最大 １，９９０

通常 １，６２０

最大 １，９９０

備考 汚水等は、�１汚水処理施設にて処理する。

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６．７

最大 ９．９

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２

最大 １５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９．３

最大 ３２．２

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．２５

最大 １．１５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ７，３４０

最大 ９，８００

備考 この他に、雨水排水口が２箇所ある。

変 更 前 変 更 後

原材料の種類及び１日当たり
の使用量

塩化ニッケル・硫酸
ニッケル１，０３５キロ
グラム、苛性ソーダ
３３０キログラム、水
加ヒドラジン５，６００
リットル

塩化ニッケル・硫酸
ニッケル４００キログ
ラム、苛性ソーダ９０
０キログラム、水加
ヒドラジン２，４００リ
ットル

備考 特定施設の施設番号：第１工場 ＹＨ系ニッケル粉反応槽を第１工場
湿式ニッケル粉�３反応槽に変更する。

変 更 前 変 更 後

原材料の種類及び１日当たり
の使用量

塩化ニッケル・硫酸
ニッケル１，０３５キロ
グラム、苛性ソーダ
３３０キログラム、水
加ヒドラジン５，６００
リットル

塩化ニッケル・硫酸
ニッケル４００キログ
ラム、苛性ソーダ９０
０キログラム、水加
ヒドラジン２，４００リ
ットル

備考 特定施設の施設番号：第１工場 ＹＨ系ニッケル粉反応槽を第１工場
湿式ニッケル粉�４反応槽に変更する。

変 更 前 変 更 後

原材料の種類及び１日当たり
の使用量

塩化ニッケル・硫酸
ニッケル１，０３５キロ
グラム、苛性ソーダ
３３０キログラム、水
加ヒドラジン５，６００
リットル

塩化ニッケル・硫酸
ニッケル４００キログ
ラム、苛性ソーダ９０
０キログラム、水加
ヒドラジン２，４００リ
ットル

備考 特定施設の施設番号：第１工場 ＹＨ系ニッケル粉反応槽を第１工場
湿式ニッケル粉�５反応槽に変更する。

愛 媛 県 報平成２９年１２月５日 第２９３２号
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� 第４西工場 フィルタープレス�２

� 第４西工場 フィルタープレス�３

� 第４西工場 フィルタープレス�４

� 第４東工場 フィルタープレス�１

� 第５工場 フィルタープレス�１

� 第５工場 フィルタープレス�２

� 第５工場 フィルタープレス�３

� 第５工場 フィルタープレス�４

	 第４西工場 アンモニア除害塔


 第４西工場 冷却塔

� �１汚水処理施設

６ 汚水等の処理施設に関する事項

変 更 前 変 更 後

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １１０

最大 １３７

通常 １４８

最大 １８４

備考 特定施設の施設番号：第４工場（電池）フィルタープレス�２を第４
西工場 フィルタープレス�２に変更する。

変 更 前 変 更 後

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １１０

最大 １３７

通常 １４８

最大 １８４

備考 特定施設の施設番号：第４工場（電池）フィルタープレス�３を第４
西工場 フィルタープレス�３に変更する。

変 更 前 変 更 後

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １１０

最大 １３７

通常 １４８

最大 １８４

備考 特定施設の施設番号：第４工場（電池）フィルタープレス�１を第４
西工場 フィルタープレス�１に変更する。

変 更 前 変 更 後

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １１０

最大 １３７

通常 １４８

最大 １８４

備考 特定施設の施設番号：第４工場（電池）フィルタープレス�４を第４
西工場 フィルタープレス�４に変更する。

変 更 前 変 更 後

特定施設か
ら排出され
る汚水等の
汚染状態の
値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ０．８

最大 １

通常 １．５

最大 ３．５

変 更 前 変 更 後

特定施設か
ら排出され
る汚水等の
汚染状態の
値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ０．８

最大 １

通常 １．５

最大 ３．５

変 更 前 変 更 後

特定施設か
ら排出され
る汚水等の
汚染状態の
値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ０．８

最大 １

通常 １．５

最大 ３．５

変 更 前 変 更 後

特定施設か
ら排出され
る汚水等の
汚染状態の
値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ０．８

最大 １

通常 １．５

最大 ３．５

変 更 前 変 更 後

特定施設か
ら排出され
る汚水等の
汚染状態の
値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ０．８

最大 １

通常 １．５

最大 ３．５

変 更 前 変 更 後

原材料の種類及び１日当たり
の使用量

硫酸４００キログラム、
廃ガス２１６，０００ノル
マル立方メートル

硫酸６００キログラム、
廃ガス２１６，０００ノル
マル立方メートル

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １０

最大 １７

通常 １４

最大 ２２

備考 特定施設の施設番号：第４工場（電池）アンモニア除害塔を第４西工
場 アンモニア除害塔に変更する。

変 更 前 変 更 後

原材料の種類及び１日当たり
の使用量

工業用水３立方メー
トル、廃ガス３１１，０４
０ノルマル立方メー
トル

工業用水４立方メー
トル、廃ガス３１１，０４
０ノルマル立方メー
トル

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １

最大 ３

通常 ２

最大 ４

備考 特定施設の施設番号：第４工場（電池）冷却塔を第４西工場 冷却塔
に変更する。

変 更 前 変 更 後

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり４，８００立
方メートル処理

１日当たり６，４８０立
方メートル処理

原材料の種類及び１日当たり
の使用量

苛性ソーダ５，８００キ
ログラム、ろ過助剤
６８０キログラム、硫
酸２１，９００キログラム

苛性ソーダ９００キロ
グラム、ろ過助剤４０
０キログラム、硫酸
６０，０００キログラム、
凝集剤１０キログラム

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６．３

最大 ９．６

通常 ９．４

最大 １４．１

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １３．９

最大 １９．８

通常 １３．４

最大 ５１．７

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．３０

最大 １

通常 ０．３０

最大 １．１８

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４，０８０

最大 ４，８００

通常 ４，７７０

最大 ５，９８０

愛 媛 県 報平成２９年１２月５日 第２９３２号
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� �１汚水処理施設

� �４汚水処理施設

� アンモニア回収施設

７ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

�１工場排水口

�愛媛県告示第１２５１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年１２月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２５２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年１２月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

変 更 前 変 更 後

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり４，８００立
方メートル処理

１日当たり６，４８０立
方メートル処理

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
６．３
最大
９．６

通常
６．３
最大
９．６

通常
９．４
最大
１４．１

通常
９．４
最大
１４．１

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１３．９
最大
１９．８

通常
１３．９
最大
１９．８

通常
１３．４
最大
５１．７

通常
１３．４
最大
５１．７

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
０．３０
最大
１

通常
０．３０
最大
１

通常
０．３０
最大
１．１８

通常
０．３０
最大
１．１８

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
４，０８０
最大
４，８００

通常
４，０８０
最大
４，８００

通常
４，７７０
最大
５，９８０

通常
４，７７０
最大
５，９８０

変 更 前 変 更 後

処理施設に
よる処理前
及び処理後
の汚水等の
汚染状態の
値

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
７，５００
最大
９，０００

通常
１６
最大
５０

通常
７，５００
最大
９，０００

通常
８０
最大
１１０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
２５６
最大
３０５

通常
２３６
最大
２８８

通常
２８０
最大
３３５

通常
２６０
最大
３１５

変 更 前 変 更 後

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１，６８０立
方メートル処理

１日当たり２，０４０立
方メートル処理

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変 更 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４．５

最大 ６．５

通常 ６．７

最大 ９．９

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２

最大 １５

通常 １２

最大 １５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９．２

最大 １１．１

通常 ９．３

最大 ３２．２

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．２５

最大 １．００

通常 ０．２５

最大 １．１５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６，６２０

最大 ７，８００

通常 ７，３４０

最大 ９，８００

備考 この他に、雨水排水口が２箇所ある。

処理施設に
よる処理前
及び処理後
の汚水等の
汚染状態の
値

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
９，２００
最大
１１，０００

通常
１１．６
最大
３３．０

通常
９，２００
最大
１１，０００

通常
１１．６
最大
１２０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
１，４３０
最大
１，６８０

通常
１，４３０
最大
１，６８０

通常
１，６２０
最大
１，９９０

通常
１，６２０
最大
１，９９０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 小倉三間線
宇和島市三間町大内６３１番５地先から

同町大内６４０番１０まで
平成２９年１２月５日

愛 媛 県 報平成２９年１２月５日 第２９３２号
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公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２９年１２月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名及び数量

漁業取締船「せとかぜ」の定期検査に係る機関修繕用務 一

式

� 事業の内容等

入札説明書、設計書及び仕様書等による。

� 予定工期

平成３０年２月１日から３月１６日まで

� 事業の履行場所

入札説明書による。

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額

の８％に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）を

もって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積

もった契約金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載す

ること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２９年度から平成３１年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業

者で、次の事項に該当するもの。

なお、上記資格を有しない者が、本件入札に参加を希望すると

きは、資格審査を求める申請書類を３�に掲げる場所に提出し、
開札日までに、上記資格を得ること。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 入札参加資格確認申請日から開札日までの間、知事が行う入

札参加資格停止の期間中でない者であること。

� ＭＴＵ社製ディーゼルエンジンサービスディーラー権を有す

る者であり、なおかつ、ＭＴＵ社の研修を終了した技術者を配

置できること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県農林水産部水産局水産課漁業取締係

〒７９０―８５７０ 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 ０８９―９４１―２１１１（代表）０８９―９１２―２６２２（直通）

� 入札書の受領期限

開札の日時に開札の場所へ持参して提出し、又は平成３０年１

月１８日（木）正午までに�に掲げる場所に郵送等（書留若しく
は簡易書留又は信書便でこれらに準ずるものに限る。以下同じ）

�愛媛県告示第１２５３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年１２月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２５４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２９年１２月５日

愛媛県南予地方局長 佐 伯 登志男

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 立石内子線
喜多郡内子町村前１４２８番２から

同町村前１１５５番６まで

旧 ２．０～１３．２ ０．２０７

新 ４．０～１６．９ ０．２０７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 立石内子線
喜多郡内子町村前１４２８番２から

同町村前１１５５番６まで
平成２９年１２月５日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２９南大土（開）第１１８８号

平成２９年１１月２４日
喜多郡内子町村前３８１番、３８２番、３８３番１

喜多郡内子町城廻９９１番地１

株式会社ブリッジカンパニー

代表取締役 橋 本 隆
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により提出すること。

� 入札説明書の交付方法

入札説明書は、公告日から翌年１月１７日（水）までの間に、

インターネットの愛媛県公式ホームページ（入札情報内の本件

記事）から入手すること。

ただし、これにより難い者は、次により直接交付する。

ア 交付期間及び交付時間

公告日から翌年１月１７日（水）までの日（土、日曜を除く。）

の午前９時から午後５時までとする。

イ 交付場所

�に同じ。
� 開札の日時及び場所

平成３０年１月１８日（木）午後２時

愛媛県庁第一別館８階農林水産部会議室

� 資格審査に関する照会先及び申請書の提出先

愛媛県出納局会計課用品調達係

〒７９０―８５７０ 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 ０８９―９４１―２１１１（代表）０８９―９１２―２７７０（直通）

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

本件入札に参加を希望する者は、事前に、入札参加資格確認

申請書を、次の事項のとおり提出すること。

なお、当該申請書の内容に関し説明を求められた場合は、こ

れに応じなければならない。

ア 受領期限

平成３０年１月１７日（水）午後５時までに、３�に掲げる場
所に持参又は郵送等により提出すること。

イ 郵送等による取扱い

郵送等により提出する場合は、平成３０年１月１７日（水）午

後５時までに、３�に掲げる場所に必着のこと。
� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者のした入札、入札者に求められ

る義務を履行しなかった者のした入札及び会計規則、入札説明

書に違反した入札は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した事業を実施できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the services to be required：

Periodical inspection and repair of fisheries patrol vessel

Setokaze（engine）１ set

� Time limit for submission of document for qualification

confirmation：５：００ p．m．，１７ January２０１８

� Time limit of tender：２：００ p．m．，１８ January２０１８

（Time limit of tender by registered mail：０：００ p．m．，１８

January２０１８）

� For further information，please contact：Fishing Surveillance

Sec t ion， Fisher ies Promot ion Div i s ion， Fisher ies

Subdepartment， Agriculture Forestry and Fisheries

Department，Ehime Prefectural Government，４―４―２

Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan

Tel：０８９―９１２―２６２２

平成２９年１２月５日 発行
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